
  
 

一

 
 

 

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
多
肢
選
択
式
に
よ
る
試
験
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
関
係
） 

 
 

大
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
の
高
等
学
校
の
段
階
に
お
け
る
基
礎
的
な
学
習
の
達
成
の
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
し
て
大
学
が
共
同
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
試
験
は
、
多
肢
選
択
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

民
間
試
験
等
の
取
扱
い
（
新
第
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

第
一
の
試
験
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
等
が
実
施
す
る
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
活
用
は
、
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日
（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

施
策
の
見
直
し
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 

政
府
は
、
大
学
の
入
学
者
の
選
抜
に
当
た
っ
て
高
等
学
校
の
生
徒
等
の
学
校
の
内
外
に
お
け
る
諸
活
動
が
記
録
さ
れ
た

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
単
に
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
が
、
高
等
学
校
の
生
徒
等
が
自
由
な
意
思



 

  
 

二

に
基
づ
い
て
各
人
の
個
性
に
応
じ
た
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
に
鑑

み
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
事
業
の
廃
止
そ
の
他
関
係
す
る
施
策
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 


